
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
エリア・アレイ・バンプ実装型の半導体装置において、
上面にバンプ用ランド形成された絶縁性基材と、
前記絶縁性基材の上面側に実装された半導体チップと、
前記絶縁性基材の下面から前記バンプ用ランドに到達する開口部と、
前記開口部を介して前記バンプ用ランドに接合されたハンダバンプとを備え、
前記絶縁性基材は、貫通孔が設けられた複数の絶縁性基材が張り合わされて構成され、前
記複数の絶縁性基材の各貫通孔は、上側から下側になるにつれて径が小さくなっているこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
エリア・アレイ・バンプ実装型の半導体装置において、
上面にバンプ用ランド形成された絶縁性基材と、
前記絶縁性基材の上面側に実装された半導体チップと、
前記絶縁性基材の下面から前記バンプ用ランドに到達する開口部と、
前記開口部を介して前記バンプ用ランドに接合されたハンダバンプとを備え、
前記絶縁性基材は、貫通孔が設けられた複数の絶縁性基材が張り合わされて構成され、
前記複数の絶縁性基材の各貫通孔の径は、前記絶縁性基材の前記開口部の径が板厚方向の
中間部でくびれて最小になるように設定されていることを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、最終的にプリント基板に実装する際に、ハンダバンプが格子状に配列されたエ
リア・アレイ・バンプ型実装構造を利用して実装する半導体装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体装置をプリント基板に実装する技術に関しては、種々の構造の実装技術が紹介され
ている。実装方法は、主として、ＬＳＩ等の電子部品の端子配列によって決定される。
ＬＳＩ等の端子配列として、ＬＳＩパッケージの周縁から外方に向け端子が延在する、例
えばカッド・フラット・パッケージ（ＱＦＰ）のようなペリフェラル型端子配列がよく知
られている。
【０００３】
しかし、近年、電子装置の小型化、高密度化に対応して、ＬＳＩ等の実装に際して外部接
続のための占有面積が比較的小さくて済むフェースダウンでハンダバンプを利用して実装
する構造のものが多用されている。ＬＳＩ等のような非常に多数のゲートを内蔵する電子
部品では、必然的に入出力端子が数多くなる。一方、このようなハンダバンプを取り付け
る基材上のバンプ用ランド（端子）は各々が所定の領域を必要とする。従って、ハンダバ
ンプを利用する実装構造では、基材上に多数のバンプ用ランドを整然と配列するために、
バンプ用ランドを平面状に概して格子状に配列したバンプ・グリッド・アレイ（Ｂｕｍｐ
　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ　）構成が採用されている。このような実装構造は、エリア・ア
レイ・バンプ（Ａｒｅａ　Ａｒｒａｙ　Ｂｕｍｐ　）型実装構造とも呼ばれている。
【０００４】
図５Ａは、従来技術にかかる半導体装置のハンダバンプ構造の要部を説明する縦方向部分
断面図である。ポリイミド基材のような絶縁性基材５２の上面に、各種のパッド、ライン
等と共に、複数個のハンダバンプ取り付け用のバンプ用ランド５３が形成されている。
絶縁性基材５２の上面には、ＬＳＩ等の半導体チップ（図示せず。）が適当な接着剤を利
用して所定の位置にダイボンディングされている。
【０００５】
必要に応じ、半導体チップの端子と絶縁性基材５２に形成されたボンディングパッド（図
示せず。）の間は、ワイヤボンディング等の方法で電気的に接続される。更に、これら電
子部品の信頼性確保のため封止樹脂５１が塗布され気密封止されている。
各々のバンプ用ランド５３の箇所には、絶縁性基材５２の下面からこのランド５３の面積
より相対的に小さい孔径の貫通孔（開口）５５が形成されている。これら貫通孔３５には
、ハンダバンプ５４が夫々形成され接合されている。具体的には、絶縁性基材５２を裏表
ひっくり返して、各貫通孔５５にハンダバンプ５４を配し、ハンダリフロー処理して、ハ
ンダバンプ５４とバンプ用ランド５３とを接合する。
【０００６】
貫通孔５５の孔径は、絶縁性基材５２の板厚方向を通じて同じであり、従って、ハンダバ
ンプ５４の貫通孔５５内の部分の形状は、概して円柱形を成している。ハンダバンプ５４
の貫通孔５５より溢れた部分は、表面張力のため概して球形を成している。このようにし
て、半導体装置が形成されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
従来、上述のエリア・アレイ・バンプ型実装構造を採用する半導体装置において、この半
導体装置をプリント基板に実装し、電子装置に取り付けた際又はその後、エリア・アレイ
・バンプ型実装構造に接続不良が発生することがあった。
本発明者は、エリア・アレイ・バンプ型実装構造における多数の接続不良箇所を調査した
結果、図５（Ｂ）に示すように、多くの接続不良は、半導体装置側のハンダバンプ用ラン
ド５３とハンダバンプ５４との接合界面で剥離現象（符号４２参照）が発生し、その結果
、接続不良となっていることを突き止めた。
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【０００８】
更に、本発明者は、このようなバンプ用ランド５３とハンダバンプ５４との接合界面の剥
離現象は、例えば半導体装置又はプリント基板６１の取り扱い、電子装置の本体に対する
プリント基板６１の取り付け、半導体装置のバンプ形成基材５２とプリント基板６１の熱
膨張・変形の相違等により、プリント基板６１又は半導体装置に対して加わる外部応力が
、この接合界面に集中し、その応力がハンダバンプ５４とバンプ用ランド５３の接合力を
上回り、その結果発生するものと想定した。
【０００９】
従って、半導体装置内に、この接合界面より機械的強度の相対的に弱い箇所を積極的に形
成し、この箇所にこれら外部応力が集中するようにし、更に、この箇所が屈曲又は変形し
てこれら外部応力を吸収出来るように構成することにより、従来発生しているバンプ用ラ
ンド５３とハンダバンプ５４との接合界面で剥離現象を回避することが出来ることを発見
した。本発明は、このような発見に基づき成されたものである。
【００１０】
なお、ハンダバンプ自体の当初の形状に関しては、基材の開口内（貫通孔内）の形状を円
柱形状、中間部で直径が比較的大きい樽形状、中間部でくびれた形状（鼓形）等にするこ
とは比較的容易に想定できる。しかし、本発明者は、バンプ形状として機械的強度の弱い
箇所を有し、外部応力を吸収できるような構造のハンダバンプを積極的に形成し、半導体
装置をプリント基板に実装した後も依然として、かかる機械的強度の弱い構造を維持して
、この箇所でプリント基板又は半導体装置に加わる外部応力を吸収出来るようにする技術
は、従来にない新規な発明であると信じている。
【００１１】
従って、本発明は、上記問題点に鑑みて、接続不良の発生を減少したエリア・アレイ・バ
ンプ型実装構造型半導体装置を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記した課題は、エリア・アレイ・バンプ実装型の半導体装置において、上面にバンプ用
ランド形成された絶縁性基材と、前記絶縁性基材の上面側に実装された半導体チップと、
前記絶縁性基材の下面から前記バンプ用ランドに到達する開口部と、前記開口部を介して
前記バンプ用ランドに接合されたハンダバンプとを備え、前記絶縁性基材は、貫通孔が設
けられた複数の絶縁性基材が張り合わされて構成され、前記複数の絶縁性基材の各貫通孔
は、上側から下側になるにつれて径が小さくなっていることを特徴とする半導体装置によ
って解決する。
【００１３】
また、上記した課題は、エリア・アレイ・バンプ実装型の半導体装置において、上面にバ
ンプ用ランド形成された絶縁性基材と、前記絶縁性基材の上面側に実装された半導体チッ
プと、前記絶縁性基材の下面から前記バンプ用ランドに到達する開口部と、前記開口部を
介して前記バンプ用ランドに接合されたハンダバンプとを備え、前記絶縁性基材は、貫通
孔が設けられた複数の絶縁性基材が張り合わされて構成され、前記複数の絶縁性基材の各
貫通孔の径は、前記絶縁性基材の前記開口部の径が板厚方向の中間部でくびれて最小にな
るように設定されていることを特徴とする半導体装置によって解決する。
【００１４】
このように形成された半導体装置は、基材に形成された開口内で局所的に孔径が小さくな
った箇所を有し、その結果、前記ハンダバンプの前記開口内の部分は該箇所で機械的に弱
く形成されている。そのため、半導体装置或いはこの半導体装置が搭載されたプリント基
板に対して外部応力が加わったとき、該機械的に弱く形成された箇所が容易に屈曲又は変
形して外部応力を吸収し、従来技術で説明したようなハンダバンプとバンプ用ランドの界
面での剥離が生じない。従って、従来問題となっていた接続不良の発生を減少することが
出来る。
【００１５】
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【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る半導体装置に関し、添付の図面を参照しながら説明する。なお、図面
に示される同一の要素に対しては同一の参照符号を付して、重複した説明を省略する。
［第１の実施の形態］
図１は、本実施の形態に係る半導体装置を示し、ここで、図１（Ａ）はその要部断面図を
、図１（Ｂ）は図１（Ａ）の半導体装置の部分拡大図を示している。
【００１６】
図中、符号３２はポリイミド基材等から成る絶縁性基材であり、その上面にはバンプ用ラ
ンド３３，ワイヤボンディグ用パッド（図示せず。），これらのランド及びパッド等を接
続する導体パターン（図示せず。）等が形成されている。これらのパターンの内、バンプ
用ランド３３は、後で図２（Ａ）に示すように、絶縁性基材３２に平面上に概して格子状
に配列したバンプ・グリッド・アレイ構成となっている。
【００１７】
絶縁性基材３２の上面には、半導体チップ（図示せず。）を封止するため、封止物層３１
が形成されている。従って、図１（Ａ）には示していないが、封止物層３１の内部に、Ｉ
Ｃ，ＬＳＩ等のような半導体チップが、適当なダイ付剤により固定され配置されている。
各々のバンプ用ランド３３の箇所には、絶縁性基材５２の下面からこのランド３３の面積
より相対的に小さい孔径の開口部（貫通孔）３５が形成されている。これら貫通孔３５に
はハンダバンプ３４が夫々形成され、バンプ用ランド３３に対し接合されている。具体的
には、絶縁性基材３２を裏表反転して、各貫通孔３５にハンダバンプ３４を配し、ハンダ
リフロー処理して、ハンダバンプ３４とバンプ用ランド３３とを接合する。
【００１８】
本実施形態の特徴は、図１（Ｂ）に示すように、貫通孔３５の孔径が絶縁性基材３２の板
厚方向に一定でなく、ほぼ一番下の部分で最小の孔径となっている点にある。従って、ハ
ンダバンプ３４の貫通孔３５内の部分の形状は、下の部分がくびれ、機械的強度の弱い箇
所を形成している。ハンダバンプ３４の貫通孔３５より溢れた部分は、表面張力のため概
して球形を成している。このようにして、半導体装置が形成されている。
【００１９】
このようなハンダバンプ構造によって、このような半導体装置は、その下方に位置決めし
たプリント基板（図示せず。）のランドパターンに対して実装され、その結果、複数個の
半導体装置，その他の電子部品間が電気的に接続される。
これらの各要素について説明を加える。絶縁性基材３２は、後述する製造法で貫通孔３５
，バンプ用ランド３３等が形成できる絶縁性材料であればよく、例えば、ポリイミドテー
プ，ポリイミド積層板，ＮＥＭＡ規格のＦＲ－４材（難燃性ガラスエポキシ積層板）等を
使用できる。本実施例では、厚さ約４０～６０μｍ程度のポリイミドテープを使用してい
る。
【００２０】
なお、後述するようにハンダバンプ形成前に各貫通孔３５を押圧して、開口部３５の一部
を変形させて局部的に小さい孔径を形成する場合には、絶縁性基材３２は可撓性（Ｆｌｅ
ｘｉｂｉｌｉｔｙ　）を有していることが好ましい。また、後述するように、エッチング
レートの相違によりテーパ付きの孔形状を実現する場合には、異なるエッチングレートを
有する複数枚の絶縁性基材を固着して使用する。
【００２１】
バンプ用ランド３３は、ハンダバンプ３４が裏面側から接合できる所定の大きさを有して
いる。また、バンプ用ランド３３は導電性材料から成り、ハンダバンプ３４のリフロー工
程の際に、ハンダ濡れ性（ｓｏｌｄｅｒａｂｉｌｉｔｙ　）が良好であればよい。例えば
、典型的には、銅（Ｃｕ）にハンダ濡れ性を保つ表面処理を施して構成される。
【００２２】
封止物層１は、内部の半導体チップの信頼性，耐環境性を保持するものであり、そのため
気密性を有する絶縁性材料から成る。典型的には、各種の封止用樹脂，封止用ガラス等が

10

20

30

40

50

(4) JP 3623641 B2 2005.2.23



使用される。
絶縁性基材３２に形成された貫通孔３５は、上端で約０．３～０．４ｍｍ、下端で約０．
２ｍｍの孔径を有している。貫通孔３５の形成方法としては、絶縁性基材３２の材料に対
応して、パンチング工法，レーザ加工法，エッチング工法等の各種工法から最適なものが
選択される。
【００２３】
なお、パンチング工法で、予め図３（Ａ）に示すような下端が最小孔径となっているテー
パ付き貫通孔３５を形成する場合には、テーパ付きパンチ治具を使用する。
ハンダバンプ３４は、ハンダバンプ構造として知られるものであり、好ましくは、ハンダ
バンプのリフロー処理の際に比較的低温で再溶融が可能な共晶ハンダから成っている。
【００２４】
図２を用いて、本実施例の半導体装置の製造方法及び全体構造に関して簡単に説明する。
図２（Ａ）は、各種パターンが形成された半導体装置の１／４の部分（左上部分）の平面
図であり、図を見易くするため、ダイ付剤，ＬＳＩチップ，封止樹脂等は取り去って示し
ている。なお、他の部分、即ち、半導体装置の左下部分は中心線ＣＬ－Ｈに関して線対称
であり、右上部分は中心線ＣＬ－Ｖに関して線対称であり、右下部分は中心Ｃに関して点
対称であることを承知されたい。
【００２５】
実線４１は半導体装置の外形形状を示し、破線３７は半導体チップの外形形状を示してい
る。絶縁性基材３２の上には、多数のバンプ用ランド３３が、整然と配置できるようにす
るため、半導体チップ３７の外形の周辺領域を中心として、平面状に概して格子状に配列
されている。即ち、バンプ・グリッド・アレイ構成が採用されている。
【００２６】
これらバンプ用ランド３３の間で、半導体チップ３７からのボンディングワイヤが接続さ
れるに適当な位置に、ワイヤボンディングパッド４０が形成されている。さらに、必要に
応じて、これらバンプ用ランド３３とワイヤボンディングパッド４０とを結ぶ導体パター
ン３９が形成されている。なお、これとは別方式で、半導体チップ３７をフリップ・チッ
プ方式で接続するタイプであってもよい。これらの実装構造は、エリア・アレイ・バンプ
型実装構造の半導体装置と呼ばれている。
【００２７】
図２（Ｂ）は、図２（Ａ）のＢ－Ｂ方向切断面図であり、説明の都合上、図２（Ａ）で取
り去ったダイ付剤，ＬＳＩチップ，封止樹脂等が描かれている。エリア・アレイ・バンプ
型実装構造の半導体装置の製造方法は、次の通りである。
図２（Ｂ）に示すように、ポリイミドのような絶縁性基材３２を用意する。図２（Ａ）で
説明したように、その上面に、典型的には、バンプ用ランド３３，ワイヤボンディグ用パ
ッド４０，これらのランド及びパッド等を接続する導体パターン３９等を形成する。極薄
の銅張積層板を使用して、公知のリゾグラフィ方を利用してエッチングによりこれらのパ
ターンを形成することが出来る。
【００２８】
絶縁性基材３２の裏面より、バンプ用ランド３３に対応する位置に、レーザ加工、絶縁性
基材のエッチング、パンチング加工（但し、パンチング加工の場合は、最初にパンチング
加工し、銅箔を貼り付けた後、エッチング処理によりパターニングする。）等により、貫
通孔３５を形成する。この段階では、貫通孔３５の孔径は、上下に亘って同じである。し
かし、上述のように予めテーパ付きの貫通孔３５を形成してもよい。
【００２９】
貫通孔３５がテーパ付きでない場合には、各貫通孔３５を適当な手段により押圧して変形
して貫通孔３５の下端部（バンプ用ランドと反対の端部）の絶縁性基材２を変形し、この
部分の孔径を相対的に小さく変形する。この場合、適当な平行平盤をもつ冷間プレスと押
圧治具を利用してもよい。
絶縁性基材３２を裏返し、各貫通孔３５の上にハンダボールを載せる。或いは、各貫通孔
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３５の位置に、適当な膜厚のハンダペーストをスクリーン印刷により塗布してもよい。そ
の後、この絶縁性基材３２をハンダ溶融温度の雰囲気中に適当な時間だけ保持してハンダ
をリフローし、貫通孔３５の中に充填する。
【００３０】
このように変形され孔径の小さくなった貫通孔３５の形状は、このハンダリフロー処理、
更に半導体装置をプリント基板４１に実装した後でも維持される。従って、ハンダバンプ
３４の貫通孔内部の形状も、この部分で最小の直径を有していることに注意されたい。
絶縁性基材３２の上面に、ＬＳＩチップ３７等の電子部品をダイ付剤（適当な樹脂）を使
用して、ダイボンディングする。必要に応じて、ＬＳＩチップ３７等の電子部品のリード
フレーム４１と絶縁性基材２に形成されたワイヤボンディングパッド４０とをボンディン
グワイヤでワイヤボンディングする。
【００３１】
絶縁性基材３２の上のバンプ用ランド３３，ワイヤボンディグ用パッド４０，導体パター
ン３９，ＬＳＩ３７等を、封止樹脂３１により封止し、必要に応じて樹脂硬化温度で加熱
する。
この半導体装置を、プリント基板４１の上に配置し、プリント基板４１のランド４２にハ
ンダバンプ３４を位置決めして保持し、ハンダ再溶融温度で再びリフロー処理を行い、ラ
ンド４２とハンダバンプ３４の間を接続する。このとき、孔径が部分的に小さくなった貫
通孔３５の形状は依然として維持され、従って、ハンダバンプ３４の貫通孔内部の形状も
、依然としてこの部分で最小の直径を有している
本実施例によれば、プリント基板４１を電子装置（図示せず。）に取り付ける際又はその
後に、プリント基板４１又は半導体装置に対し外部応力がかかり曲げ・ねじれ等の変形が
生じても、バンプ用ランド３３とハンダバンプ３４の間で剥離等の問題が生じない。その
理由は、貫通孔３５の最小孔径が絶縁性基材３２の厚さ方向下端部にあり、必然的にその
部分のハンダバンプ３４の直径寸法が小さくなっている。従って、外部応力は、ハンダバ
ンプ３４のこの比較的小さい直径を持つ部分に集中し、ハンダバンプ３４はこの部分で屈
曲又は塑性変形する。その結果、バンプ用ランド３３とハンダバンプ３４の接合界面に加
わる負荷応力は大幅に軽減される。従って、図５（Ｂ）を用いて説明したように従来発生
していたハンダバンプ用ランド５３とハンダバンプ５４との接合界面の剥離現象による接
続不良を大幅に減少することが出来る。
［第２の実施の形態］
図３は、第２の実施の形態に係る半導体装置を示し、ここで、図３（Ａ）は、その要部断
面図を、図３（Ｂ）は図３（Ａ）の半導体装置の部分拡大図を示している。
【００３２】
本実施の形態に係る半導体装置は、第１の実施の形態に係るそれと比較して、貫通孔３５
の孔形状のみが異なっている。即ち、本実施の形態に係る半導体装置では、孔径が上端か
ら下端に連続的に小さくなっている。
本実施例に係る半導体装置の製造法は、第１の実施の形態のそれに比較して、貫通孔３５
を形成する工程が異なる。図３（Ｂ）に示すように、予め、直径が段階的に小さくなって
いる複数枚の絶縁性基材３２を用意し、これらを張り合わせ、又は熱圧着して形成する。
即ち、直径の比較的大きい貫通孔を形成した絶縁性基材３２－１と、公称値の直径を形成
した絶縁性基材３２－２と、比較的小さい貫通孔を形成した絶縁性基材３２－３とを、適
当な接着剤を用いて張り合わせ、又は熱硬化性樹脂の場合には熱圧着して形成する。
【００３３】
或いは、絶縁性基材３２を構成する樹脂に使用されるエッチャントに対し、比較的エッチ
ングレートの速い絶縁性基材３２－１と、中間的な速さの絶縁性基材３２－２と、比較的
エッチングレートの遅い絶縁性基材３２－３とを、適当な接着剤を用いて張り合わせ、又
は熱圧着等により張り合わせて、その後に貫通孔３５をエッチング工法により形成するこ
ともできる。
【００３４】
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本実施の形態に係る半導体装置のその他の構成及び製造法に関しては、上述した事項を除
き、第１の実施の形態に係るそれらと同じである。
本実施例によれば、その後、プリント基板４１を電子装置（図示せず。）に取り付ける際
、プリント基板４１に対し外部応力がかかり曲げ・ねじれ等の変形が生じても、バンプ用
ランド３３とハンダバンプ３４の間で剥離等の問題が生じない。プリント基板４１又は半
導体装置に対する外部応力は、ハンダバンプ３４の比較的小さい直径を持つ部分に集中し
、ハンダバンプ３４はこの部分で屈曲又は塑性変形し、この結果、バンプ用ランド３３と
ハンダバンプ３４の間に対する負荷は大幅に軽減される。
［第３の実施の形態］
図４は、本実施の形態に係る半導体装置を示し、ここで、図４（Ａ）は、その要部断面図
を、図４（Ｂ）は図４（Ａ）の半導体装置の部分拡大図を示している。
【００３５】
本実施の形態に係る半導体装置は、第１の実施の形態に係るそれと比較して、貫通孔３５
の孔形状のみが異なっている。即ち、本実施の形態に係る半導体装置では、孔径が絶縁性
基材の板厚方向の中間部でくびれて小さくなっている。
本実施例に係る半導体装置の製造法は、第１の実施の形態のそれに比較して、貫通孔３５
を形成する工程が異なる。図４（Ｂ）に示すように、予め、直径の比較的大きい貫通孔を
形成した絶縁性基材３２－１と、比較的小さい直径を形成した絶縁性基材３２－２と、比
較的大きい貫通孔を形成した絶縁性基材３２－３とを、適当な接着剤を用いて張り合わせ
、又は熱硬化性樹脂の場合には熱圧着して形成する。
【００３６】
或いは、絶縁性基材３２を構成する樹脂に使用されるエッチャントに対し、比較的エッチ
ングレートの速い絶縁性基材３２－１と、比較的遅い絶縁性基材３２－２と、比較的速い
絶縁性基材３２－３とを、適当な接着剤を用いて張り合わせ、又は熱圧着等により張り合
わせて、その後にエッチング工法により貫通孔３５を形成することもできる。
【００３７】
本実施の形態に係る半導体装置のその他の構成及び製造法に関しては、上述した事項を除
き、第１の実施の形態に係るそれらと同じである。
本実施例によれば、その後、プリント基板４１を電子装置（図示せず。）に取り付ける際
、プリント基板４１又は半導体装置に対し外部応力がかかり曲げ・ねじれ等の変形が生じ
ても、バンプ用ランド３３とハンダバンプ３４の間で剥離等の問題が生じない。外部応力
は、比較的小さい直径を持つハンダバンプ３４の中央のくびれ部分に集中し、ハンダバン
プ３４はこの部分で屈曲又は塑性変形し、この結果、バンプ用ランド３３とハンダバンプ
３４の間に対する負荷は大幅に軽減される。
【００３８】
【発明の効果】
本発明によれば、接続不良の発生を減少したエリア・アレイ・バンプ型実装構造型半導体
装置を提供することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本実施の形態に係る半導体装置を示し、ここで、図１（Ａ）は、その要
部断面図を、図１（Ｂ）は図１（Ａ）の半導体装置の部分拡大図を示している。
【図２】図２（Ａ）は、各種パターンが形成された半導体基板の１／４の部分（左上部分
）の平面図であり、図を見易くするため、ダイ付剤，ＬＳＩチップ，封止樹脂等は取り去
って示している。図２（Ｂ）は、図２（Ａ）のＢ－Ｂ方向切断面図であり、説明の都合上
、図２（Ａ）で取り去ったダイ付剤，ＬＳＩチップ，封止樹脂等の描かれている。
【図３】図３は、本実施の形態に係る半導体装置を示し、ここで、図３（Ａ）は、その要
部断面図を、図３（Ｂ）は図３（Ａ）の半導体装置の部分拡大図を示している。
【図４】図４は、本実施の形態に係る半導体装置を示し、ここで、図４（Ａ）は、その要
部断面図を、図４（Ｂ）は図４（Ａ）の半導体装置の部分拡大図を示している。
【図５】図５（Ａ）は、従来技術にかかる半導体装置のハンダバンプ構造を要部を説明す
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る部分断面図である。図５（Ｂ）は、接続不良の原因を説明する図である。
【符号の説明】
３１，５１：封止物層、　　３２，３２－１，３２－２，３２－３，５２：絶縁性基材、
　　３３，５３：バンプ用ランド、　　３４，５４：ハンダバンプ、　　３５，５５：貫
通孔、　　３６：ダイ付け剤、　　３７：ＬＳＩチップ、　　３８：ボンディングワイヤ
、　　３９：導体パターン、　　４０：ワイヤボンディングパッド、　　４１：プリント
基板、　　４２：剥離部、

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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